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０．報告書要旨 

 

世界的教育政策動向を踏まえ、2006 年から教育の場において「生きる力」を伸ば

すことが求められ、直近の 2020 年の小・中学校学習指導要領改訂でも「知識・技

能」、「思考・判断・表現」、「主体的学習態度」の３つが目標とされている。これを受

けて足立区においても 2020 年足立区教育振興ビジョンで学力・学びの主体性・健康

を踏まえた議論がなされている。しかし現状では、それぞれの目標が個別に議論され

ることが多く、児童・生徒を中心において学習経験がどのように組み立てられれば

「生きる力」につながるのかが明確になっていない点が課題である。 

そこで本研究調査事業では、足立区および東京科学大学保有のデータを結合した

区保有データを用いて、区立小学校における児童・生徒の認知能力（学力）ならびに

非認知能力（レジリエンス）の発達過程、ならびに児童・生徒個人・家庭・学校の 3

レベルについて発達過程に影響する要因の探索的分析を行った。その結果、学力・レ

ジリエンスは相互に成長するものであることが確認された。また学力とレジリエンス

では関連要因が異なっていることも確認された。家庭はレジリエンスの成長に欠かせ

ない学びを提供する資源となっていることが確認された。 

以上から、学力・レジリエンス醸成にそれぞれ特化した対策もさることながら、

体力づくり・学力づくり・学びの姿勢づくりの相互作用を総合的に踏まえた対策を講

じる必要があることが示唆された。また、家庭と学校、そして地域などがそれぞれの

強み・資源を生かした共創・協働により、児童・生徒を中心とした「生きる力」を伸

ばせる環境づくりが必要であると考えられた。特に家庭という教育の場を学校・地

域・家庭がどのように支え、補いあうかについて、「開かれた教育」を議論する余地が

あると考えられる。小学校間での学力・レジリエンスの差は限定的ではあるものの、

特に学力については違いが認められることから、学校組織自体の取り組み特性につい

ても、資源のみならずどのような組織体制・機能が有効かといった評価分析を進める

必要がある。 

これらの分析結果に基づき、区内の子どもたちが認知・非認知能力をバランスよ

く伸ばすために、計画的・科学的・熟議的な検討を進め、「開かれた学びの場あだち」

を創り上げていくことを提言する。 

 

 

  



１．本研究事業の背景と目的 

 

国内外動向を踏まえた「生きる力」概念の導入 

2005 年 1 月に発表された「我が国の高等教育の将来像」答申（中央教育審議会, 

2005）などを踏まえ、2006 年教育基本法改正において「生きる力」という教育目標概

念が導入され、2008 年 3 月の小・中学校学習指導要領改訂で、その概念が教育内容に

初めて反映されるようになった。その背景として、欧州を中心に 1990 年代に議論が

開始され、2000 年に経済開発協力機構（OECD）が提唱した「知識基盤社会

（Knowledge-based society）」という概念がある（OECD, 2000）。この概念では、知

識・情報・技術が社会経済発展の基本要素とされ、ボーダーレス化・グローバル化が

より早いスピードで進む環境下では、既存・特定領域の知識・情報・技術に頼るので

はなく、広い分野にまたがる知識をもとに、物事を多様な観点から考察する自由な思

考・新たな課題設定ができる能力が不可欠になるとされている。こうした社会経済政

策上の要請に応えるべく、2008 年学習指導要領では従来の詰め込み型でもゆとり型で

もない、「これからの社会において必要となる「生きる力」を身に付け」ることを目標

とし、具体的には「知」＝確かな学力、「徳」＝豊かな人間性、「体」＝健康・体力を

バランスよく育てることが重要であるとした。直近の 2020 年改訂では、2015 年以降

の経済開発協力機構「OECD生徒の学習到達度調査（PISA）」の結果動向で指摘され

た読解力・思考力の課題なども踏まえ、「生きる力」教育の目標として「知識・技

能」、「思考・判断・表現」、「主体的学習態度」の３つに整理しなおした。とりわけ自

己効力感（やれるという自信）や主体的な学びの姿勢などを重視する方向が強化さ

れ、具体的には体験型学習やアクティブラーニング（能動的学習）などの積極的導入

が謳われている。 

 

文部科学省動向を踏まえた足立区の対応 

文部科学省の学習指導要領を踏まえ、足立区では 2020 年に足立区教育委員会教

育政策課が策定した教育振興ビジョン（令和 2－6年度）「夢や希望を信じて生き抜く

人づくり」で 5つの施策を掲げている。なかでも施策１「児童・生徒の心身の健全な

発達の支援」、施策２「確かな学力の定着に向けた就学前から義務教育期までの取り組

み」、施策５「子ども・若者が社会とかかわる力を育むための成長支援」は、文部科学

省の「生きる力」方針を意識した設定となっている。たとえば施策１「心身の健全な

発達の支援」の下部戦略として「心の育成」と「体の育成」が用意され、「心の育成」

については人権教育・道徳教育・自然教室などが個別戦略として挙げられている。「体

の育成」については就学前歯科検診・給食・体力向上推進計画などが挙げられてい

る。 



「生きる力」教育をめぐる課題 

文部科学省の学習指導要領においても、足立区の教育振興ビジョンにおいても、

学力と学びを含めた積極的・自主的な取り組み姿勢、それを支える心身の健康を要素

として挙げている。しかし、これらが実際にどのように「生きる力」の醸成に関連

し、効果を上げると期待されているのかについては、2008 年改訂以降の実践を踏まえ

た明確な評価に基づいて、全体として児童・生徒を中心においた学習経験形成の枠組

みが作成・改訂されてきたとはいいがたい。現状では、学力・思考力・学習に向けた

姿勢や自己効力感・体力や健康について、それぞれの対策・評価を縦割り的に行って

いるため、評価・対応が並列的・総花的となりがちである。その結果、児童・生徒の

視点から見て学習経験の全体像が見えにくい点が課題として指摘される。 

学習主体である児童・生徒個人を中心においた議論・評価を進めることが本来求め

られる。全体として整合的な学習経験として児童・生徒が「生きる力」教育を経験でき

ているのかを評価するうえで、学力や学びの姿勢・体力などの、相互の発達段階におけ

る関係を明らかにすることが、要素ごとばらばらの働きかけを克服し、統合的に児童・

生徒中心型の学習経験支援の構築を進めるうえで重要である。 

そこで本研究調査事業では、足立区および東京科学大学保有のデータを結合した区保

有データを用いて、区立小学校における児童・生徒の認知能力（学力）ならびに非認知

能力（レジリエンス）の発達過程を記述し、児童・生徒個人・家庭・学校の3レベルに

ついて発達過程に影響する要因の分析を行った。 

 

本研究で用いる足立区保有データの特徴   

本研究報告が用いる足立区データは、国内外の先行研究が克服できていない課題

のほぼすべてに対し対応・検討ができる、大変ユニークな特徴を有している。すなわ

ち、非認知能力として「生きる力」概念に沿った、児童・生徒の行動観察に基づく評

価がされていること、児童・生徒の学習環境として詳細な家庭・保護者に関する情報

が得られていること、十分なサンプルサイズで複数年にまたがる追跡がされているこ

と、以上をベースに認知能力と非認知能力の相互関係が検討できること、認知能力・

非認知能力に及ぼす小学校・家庭の影響要因を検討できること、そして小学校ごとの

差の要因として児童・生徒個人、家庭背景、小学校、地域のそれぞれのレベルについ

て検討できること、である。先行研究の詳細については付帯資料Aを参照されたい。 

 

 

 

  



２．分析の概要 

２－１．使用データ 

本報告が用いるデータは、2023 年 7月 12 日付利活用計画書（2024 年 6月 13 日

変更承認 6 足政 I 発第 240 号ならびに 2024 年 9月 13 日変更承認 6 足政 I 発第 405

号）に基づき足立区より提供されたデータである。本データは大きく分けて「子ども

の健康・生活実態調査（以下、A-CHILDデータ）」と学力・学習状況調査ならびに付

帯データ（以下、学力データ）から構成されている。 

A-CHILDは足立区内公立小学校を対象に 2015 年から国立成育医療研究センタ

ー、2016 年よりさらに東京医科歯科大学（現 東京科学大）註1が加わった共同事業と

してスタートした足立区「子どもの健康・生活実態調査」で、児童・生徒の家庭にお

ける学習環境を左右する保護者・世帯に関する社会経済的・心理的情報について、保

護者により回答をいただいたものである。2015 年に小学校 1年生であった学年につい

て悉皆調査（対象者全員を対象とした調査）を実施、その後 2016 年（2年生）、2018

年（4年生）、2020 年（6年生）に再度悉皆調査を行っている。ほかにも 2016 年に当

時小学校 4年生、6年生であった児童・生徒の抽出サンプルについて、2018 年に同様

の追跡調査を実施している。本研究報告ではこのうち、2015 年、2016 年、2018 年の

悉皆調査データを用いて、認知・非認知能力の成長過程と影響要因を検討することと

した。 

学力・学習状況については、足立区教育委員会が保有していた学力データについ

て、早稲田大学との共同事業を通じて分析可能な状態に加工されたもの註2を提供いた

だいた。両データは異なる IDによって管理されていたので、区教育委員会・衛生部

によって突合作業を行っていただき、匿名化されたデータとして提供を受けた。 

 

２－２ 分析の枠組み 

  本分析では、生徒の認知能力（学力）として足立区が実施している「学力定着度

調査」の国語・算数の総正答率を用い、非認知能力としてA-CHILD調査で測定して

いるレジリエンス指標（Children's resilient coping scale）を用いた。レジリエンス指

                                                   

1 東京科学大学の研究事業は基盤研究（B） 「貧困はどのように子どもの健康を蝕むのか？媒介要因の

解明と子どもの貧困対策の開発」（研究代表者 藤原武男）（16H03276）、基盤研究（A）「子どものウェ

ルビーイングを最大化するオンラインの社会的つながりとその機序の解明」（研究代表者 藤原武男）

（21H04848）などにより公的資金による研究事業として実施されている。 

2 早稲田大学の研究事業は基盤研究（A） 「子どもの人的資本に関わる科学的根拠の創出と実装；官学

協働による政策評価過程の開発」（研究代表者 野口晴子）（19H00602）により公的資金による研究事業

として実施されている。 



標は、生徒の関連行動の日常的観察を通じて保護者が客観的に評価したものであり、

生徒自身が回答することによる偏りを避けることができる点で優れている。 

分析にあたっては、2016 年（小学 2年生時）と 2018 年（小学 4年生時）の認知・非

認知能力の発達過程を検討し、生徒の個人特性（月齢・性・体力・就学前教育）、家庭

特性（母親教育歴・世帯経済状況・子への接し方の質）、そして学校（69校別）の 3

つのレベルの影響を比較した。分析の枠組みを図 1に示す。分析データと分析手法の

詳細については付帯資料Bを参照されたい。 

 

 
図１ 認知・非認知能力・体力と児童・生徒・家庭・学校の関連図（仮説） 

 

 

  



３．主要な分析結果 

３－１．調査参加者の概要 

延べ参加児童・生徒数は 5,226 人で、参加状況など内訳は表 1に示すとおりであ

る。全年度参加した児童・生徒が最多となっていること、学力・レジリエンスの平均

値は部分参加の児童・生徒に比較し、全年度参加児童・生徒で高い傾向が一貫して見

られること、さらに家庭背景として親子の接し方の質に大きな違いは見られない一

方、部分参加の児童・生徒では全年度参加児童・生徒に比べて、ひとり親などの世帯

の割合が高いこと、世帯年間所得が高い世帯の割合が低いことが一貫して観察され

る。このことから、全年度参加の児童・生徒に限った分析では全体像がつかめていな

い可能性があることに留意が必要である。また長期安定した小学校教育への参加を可

能にする条件として、世帯の社会経済的背景が関係している可能性について留意が必

要である。 

 

表１ 参加状況と学力・レジリエンス・家庭属性の記述統計 

 
 

３－２. 認知・非認知能力に影響する要因 

表 2は、児童・生徒、家庭、小学校それぞれの属性が、児童・生徒の学力・レジリ

エンスにどの程度影響しているかを検証した結果を示している。統計分析の詳細につ

いては付帯資料Cを参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表２ 認知・非認知能力に関わる各レベルの要因の相対的寄与 

 
 

1) 体力の重要性 

2016年度に測定された生徒の体力検査の結果が、学力（国語・算数）に対して、

またレジリエンスに対してはより大きな関連を持っていることが確認された。すなわ

ち認知・非認知能力のベースとして体力は重要な役割を果たしている可能性が示唆さ

れる。 

 

2) 就学前教育の影響 

就学前教育については 2つの傾向が見られた。まず一定程度学力（国語・算数）

への関連が見られること、ただし 2年生時に比べ 4年生時ではその関連がやや減弱し

ているように見られることである。いまひとつはレジリエンスへの関連が見られ、か

つその関連は 2年生時と比べても 4年生時でむしろ増強している傾向が見られること

である。これらの結果は米国の先行研究とも一致しており、就学前教育が特に非認知

能力向上に就学後期において寄与する可能性を示唆している。 

 

3) 家庭属性の影響：学力とレジリエンスで異なるパターン 

家庭の属性として保護者の教育歴と親子の接し方の質について見たところ、学力

とレジリエンスに異なる関連が見られた。 

保護者の教育歴は、国語・算数いずれにおいても他の属性と比較して最も大きな

関連を有していることが示唆された。ただしその解釈は慎重にする必要がある。家庭

での補習支援の違いか、親の教育歴による教育投資意欲（塾習い事ほか）の違いか、

家庭での学習環境（いわゆる文化資本と呼ばれるもの）の違いか、それ以外の経済

的・社会的資源への入手可能性の違いなのか、については現時点では十分精査できて



いない。保護者の教育歴はレジリエンスに対しても一定の関連が見られるが、学力に

対する関連に比べると限定的である。 

これに対し、親と子の接し方の質は、学力への関連は小さいがレジリエンスに対

しては最も大きな関連を有しており、保護者の教育歴とは対照的である。以上から生

徒の能力を伸ばすことに寄与しうる家庭の条件は、認知能力（学力）と非認知能力

（レジリエンス）の 2つの能力で異なる可能性が強く示唆されている。 

保護者の構成は、学力に対する関連は一定程度認められるが、レジリエンスにつ

いては関連が見られない。このことは保護者の構成によらず、子どもとの接し方によ

ってレジリエンスを伸ばすことに繋がる可能性を示唆している。世帯年間所得は学

力・レジリエンスともに比較的安定した関連が見られることから、世帯の社会経済的

状態は生徒の認知・非認知能力育成に共通する基盤を提供するうえで重要であること

が示唆される。 

 

4) 小学校間の違い 

小学校間での差は学力に対する関連は存在するものの限られていた。またレジリ

エンスについては小学校間の違いは認められなかった。追加分析として、小学 2年

生・4年生両年回答者について、それぞれの学力・レジリエンスの高低の移行状況を

確認したところ、国語では 69校で移行パターンに違いが見られたが、レジリエンスに

ついては違いが認められなかった。 

なお、これらの生徒・家庭・小学校の属性で説明されている部分は、全体のばら

つきの 15％程度に限られていることから、ばらつきの多くはこれらの属性だけでは説

明できないものを含んでいることに留意が必要である。 

 

３－３．認知能力・非認知能力の相互作用に関わる要因と能力間の相乗効果についての

検討 

 

小学 2年生時と小学 4年生時の学力・レジリエンスの関係を詳細に分析した結果

を図 2～図 5に示す。図 2・図 4では「標準化係数」を提示しており、これはそれぞ

れの変数の間の相関の程度を示すもので、いわば「片方が変われば片方がそれに応じ

て変わる」可能性の強さを示している。これに対して図 3・図 5では非標準化係数を

示しており、こちらはある変数が一定程度変化した際に期待されるもう片方の変化の

大きさを示している。いわば「影響」の大きさを示していると解釈するとわかりやす

い。統計分析の詳細については付帯資料Cを参照されたい。 



 
図２ 認知・非認知能力・体力と児童・生徒・家庭・小学校属性の関連（国語；標準化

係数表示） 

 

 
図３ 認知・非認知能力・体力と児童・生徒・家庭・小学校属性の関連（国語；非標準

化係数表示） 



 
図４ 認知・非認知能力・体力と児童・生徒・家庭・小学校属性の関連（算数；標準化

係数表示） 

 

 
図５ 認知・非認知能力・体力と児童・生徒・家庭・小学校属性の関連（算数；非標準

化係数表示） 

  

 



1) 早期の成功体験の重要性 

図２－図４を通じて、小学 2年生時の学力（国語・算数）と小学 4年生時の学力

との間には強い関係が見られた。すなわち小学 2年で学力の高い児童・生徒は小学 4

年でも学力が高い傾向が強いことが確認された。レジリエンスについても同様に、小

学 2年生時と小学 4年生時の関係は強いことが確認された。したがって、学力やレジ

リエンスのいずれについても早期に成功経験を持たせることが望ましいと考えられ

る。特に算数学力では小学 2年生時と 4年生時の相関が国語より強く、算数学習にお

ける早期の成功経験が後を引く可能性があることが示唆された。 

 

2) 学力とレジリエンスの相乗効果 

同じく図２－図４を通じて、認知能力と非認知能力の間には相互作用が確認され

た。すなわち小学 2年生時に国語学力が高い児童・生徒は小学 4年生時のレジリエン

スが高く、また小学 2年生時にレジリエンスの高い児童・生徒は小学 4年生時の国語

学力が高い傾向が確認された。このことから学力を伸ばすうえでレジリエンスを高め

ること、逆にレジリエンスを高めるために学力を伸ばすことが、相乗効果を持つ可能

性が確認された。米国の先行研究と比較して、レジリエンスから学力への相互作用が

確認された点は今回の新たな知見である。 

 

3) 体力の基盤的役割 

小学 2年生時の体力検査の結果は、学力（国語・算数）とレジリエンスの双方と

関連が確認された。このことから、体力は認知能力・非認知能力のいずれとも関連が

あり、それぞれの能力の成長発達の基盤的役割を果たしていることが示唆される。 

 

4) 児童・生徒の個人特性 

国語学力・レジリエンスいずれについても性との関連が見られ、女子が男子より

も高い能力を示している。算数学力よりは国語学力でその傾向が強く見られた。就学

前教育として幼稚園教育を受けていたもので、就学前教育を受けていないものに比較

し、学力（国語・算数）やレジリエンスが平均的には高いことが観察されたが、その

関係性としてはやや弱くばらつきが見られた。 

 

5) 家庭属性の影響 

学力やレジリエンスとの関係の強さ、影響の大きさともに大きいのは、保護者教

育歴と子への接し方の質の 2つであった。特に子への接し方がレジリエンスに与える

影響は比較的大きいことが確認された。これに対して教育歴の長さは学力との関係が

よりはっきりと見られた。 



なお、保護者教育歴や保護者構成、世帯所得などと学力の関係がなにによって規

定されているのかについて、今回分析では十分検討できていないので、その解釈には

慎重さが必要である。特に図３・図５では平均として差が見られているが、図 2・図

４で相関の強さはそれほど強くないということは、これらの家庭属性と学力の関係に

は他の要因がからんでいてばらつきが大きいことを強く示唆している。たとえば保護

者教育歴が短大卒未満であっても、かならずしも学力が低いとは限らない、他の関連

する要因がいろいろ絡んでいることが示唆される。 

 

6) 学校間の違い 

図 3・図５に示したように学校間の違いを検討した結果では、就学支援で要保護

ないし準保護と判定された児童・生徒の割合が高い学校では、国語の成績が低い傾向

が見られた。注意すべきこととして、これは支援を受けている児童・生徒だけでな

く、受けていない児童・生徒にも平均的に影響していることを意味している。このこ

とは就学支援に必要な支援資源を多く必要とする小学校では、対象児童・生徒全体に

対する教育資源との間で競合が生じている可能性を示唆しているのかもしれない。な

お小学校間での学力のばらつきは、児童・生徒個人、家庭属性、就学支援割合などを

補正すると、統計学的には有意ではあるが、関連規模としては限定的であることが示

唆された。 

 

３－４．小学校・学校外での取り組みの影響 

本節では小学校での取り組みなどと、レジリエンスや学力との関連を検討した。 

 

１）就学援助 

要保護・準保護の対象となっている児童・生徒が学年児童・生徒全体に占める割合

は 2016 年単年では平均 26.2％（1,124／（3,163＋1,124））、ただし学校によって

4.4％から 54.3％とかなり幅が見られた。表３に 2016 年・2018 年を通じ援助対象の推

移分布を示した。 

 



 
表３ 2016・2018年度における就学援助（要保護・準保護＝あり）の推移 

 

2016 年度では援助なしが合計で 3,163 名、うち 481 名は 2018 年度には異動した

と思われ不在となっている。一方援助ありは 1,124 名であり、うち 245 名にあたる

21.8％のものが 2018 年には異動していた。また 2016 年度援助ありのうち 65％にあた

る 730 名は継続的に 2018 年度においても援助対象となっていたが、13.3％にあたる

149 名は 2018 年度には援助対象から外れていた。 

2016 年の段階で要保護・準保護となっている児童・生徒が 2018 年において学

力・レジリエンスにどのような変化が出ているかについて検討するにあたり、就学支

援申請を行った児童・生徒とそうでない児童・生徒では児童・生徒ならびに家庭背景

が異なることから、単純な比較ができない。そこで背景の違いを考慮した分析を実施

した。背景の違いを考慮した分析を実施した結果を表 4に示す。対象は 2016 年・

2018 年ともに学力・レジリエンスの測定が行えた 2,573 名である。統計分析の詳細に

ついては付帯資料Cを参照されたい。 

 



 
表４ プロペンシティスコア補正（IPW）による2016就学援助と2018年学力・レジリ

エンスとの関係 

 

表 4最上段に示した結果からは、援助の背景となった属性影響を可及的に補正し

たうえで 2016 年就学援助を受けていることが、2018 年の学力に有意な正の効果を及

ぼしていることを支持する結果は得られなかった。モデルの補正が十分でない可能性

は現時点で否定できないが、援助内容の量・質的な再検討を行う必要があるのかもし

れない。 

 

２）小学校ごとの健康教育の普及と学力の関係 

小学校児童・生徒の健康問題として重要なもののひとつが歯科保健である。足立

区では齲歯率が全国・都平均と比べて高いことを踏まえ、独自の歯科保健取り組みを

行ってきた。これまで就学前児童を対象とした「あだちっ子歯科健診」による取り組

みを行ってきており、その成果は一部発表されているが、小学校低学年での取り組み

として 2012 年以降 1年生を対象とした小学校歯科教育（６ちゃんクラス）が導入さ

れてきている。６ちゃんクラスは区衛生部から派遣される歯科衛生士による歯科保健

指導を行うものである。６ちゃんクラスの実施は各小学校単位で意思決定されてお

り、69校が一斉に開始しているわけではない。そこで、歯科教育の導入に積極的で早

期に採択した学校と、その後に続いた学校、採択をせずにいる学校では、健康教育に

対する優先順位の判断や指導要領外教育プログラムの採否のプロセスなどの違いを反

映しているのではないかと考えられる。そこで、６ちゃんクラスを導入した年度によ

って、69 校を以下の 5群に分けて比較を行った。 



群 1. 2014 までに採択していた学校  

群 2. 2014 では非採択だが、2016 に所属地域内ではいち早く採択  

群 3. 2014 では非採択だが、2016 には所属地域内で後に続いて採択  

群 4. 2014 非採択で 2016 でも非採択（所属地域内で採択校が無いまま）  

群 5. 2014 に所属地域内で採択校があるにもかかわらず一貫して非採択  

 

初期的分析を行った結果、先頭を切った群１よりも、その様子を見て慎重かつ早期

に採択を行ったと思われる群２で学力 z-score が最も高かった。次いで独自路線を取り

続けていた群５，先頭を切った群１と続き、採択が遅れている群３・４ではもっとも

低かった。ただしそれらの差に統計的な有意差を認めるには至らなかった。今後学校

ごとの組織力を表現するものとして、新規プログラムの採択はじめ、教育プログラム

のイノベーションに対する態度対応などを評価し、小学校の組織力が児童・生徒の学

力やレジリエンス成長にどのように関与していくかについてさらに検討していくこと

が必要と思われた。 

 

  



５．結果のまとめと考察 

５－１ 結果のまとめ 

以上の検討結果をまとめると以下のとおりである； 

 

＊ 足立区区立小学校69校の 2016年時 2年生、2018年時 4年生について、児童・生

徒個の人特性、世帯特性、小学校特性などを踏まえつつ、認知能力（国語・算数学

力）と非認知能力（レジリエンス対処行動）の発達過程を検討した。 

＊ 認知能力と非認知能力ともに、2年時の状態が4年時に強く反映されていることか

ら、早期の能力獲得・成功体験を支援することが重要である。 

＊ 認知能力と非認知能力の間には相互作用が見られることから、認知能力を伸ばすこ

とと、非認知能力を伸ばすことを独立に対応するだけではなく、両者の間の相乗効

果をいかに図るかを検討する余地がある。 

＊ 認知・非認知能力と体力検査成績の間にも関連が見られたことから、体づくり・学

力づくり・学びの姿勢づくりの相互連関を考慮した対応につき検討が必要である。 

＊ 児童・生徒の家庭属性と児童・生徒の認知能力・非認知能力の間に密接かつ強い関

連があることを確認した。また認知能力と非認知能力では関連する家庭属性が異な

ることが示唆された。 

➢ 家庭属性のうち世帯所得や保護者教育歴・保護者構成などと学力との関連が見

られた。これは家庭における教育環境・投資・資源入手可能性との関連が推察

される一方、関係性の統計的ばらつきが大きいことから、他の要因も絡んだよ

り複雑な関連が想定される。さらなる計量分析に加え、計量分析を補完するう

えで、今後聞き取り調査などの質的調査分析も併用するなどして、学力を支え

るための資源環境についてさらに突き止めていく余地がある。 

➢ 非認知能力については、特に親と子の接し方の質が強い関連性を有している一

方、学校間での差は認められなかった。このことから、レジリエンス形成にお

いて家庭という学びの場を、学校や地域との協働を通じていかに支援強化して

いくべきかについて検討する余地がある。 

➢ 学力とレジリエンスに相互作用が見られ、かつ家庭属性でもそれぞれに関連す

る属性が異なることを踏まえれば、小学校と家庭が相互の強みを活かしつつ、

児童・生徒の学力・レジリエンスの相乗効果を高めるために有機的な役割分

担・連携を図っていくことを議論する余地がある。 

＊ 児童・生徒個人・家庭属性を補正したのちでも小学校間の違いは有意に存在する

が、そのばらつきの程度は限定的である。就学援助を必要とする児童・生徒の割合

が高い学校では、割合の低い学校に比較して、学力が低い傾向が見られた。学校の

限られた資源のもと、困難を抱える児童・生徒の支援に必要な資源が通常教育に必



要な資源と競合を起こしていないか検証する余地がある。一方、就学援助実施によ

る正の効果を支持する結果は得られなかった。より精緻な分析を可及的に追加実施

しなくてはならないが、現在の就学援助の量や質などについて検証する余地があ

る。 

＊ 小学校ごとの新たな教育的取り組みに対する姿勢と学力との関連を示唆する結果も

初期的に得られたことから、今後小学校ごとの取り組み・企画などの組織力の評価

と組織力強化の方略についても分析を進めるべく、足立区データベースのさらなる

活用を展開できる可能性が示唆された。 

 

以上の結果は、これまでの国内外をはじめとする先行研究の結果と大きく矛盾し

ないものであり、先行研究が断面的・部分的に議論していたものを、足立区保有デー

タでは初めて児童・生徒中心的な視点から統合的かつ実証的に検討したところ、認

知・非認知能力と児童・生徒個人、家庭、小学校の各属性との関連を比較的明確な因

果推論を踏まえて確認できた。このことは 2つの意味で大きな意義を有すると思われ

る。第一に、小学校児童・生徒の生きる力を育むうえで、足立区の児童・生徒や家

庭・地域の特性は踏まえつつも先行研究の結果と照らし合わせて同様の結果が得られ

たことから、生きる力を児童・生徒中心的にとらえ、認知・非認知・体力健康をトータ

ルに踏まえたアプローチが必要であることについて、その意義は国内外に限らず普遍性

を有することが確認できたことである。第二の意義として足立区内の区立小学校の現

状について、児童・生徒や家庭の特性と小学校組織としての特性による影響を初めて

明確に分離した検討を行い、そのうえで学力・レジリエンスとの関連を明らかにでき

たことである。小学校間の違いは児童・生徒の個人属性や家庭属性の違いに帰すると

ころが多いが、系統的な小学校組織間での違いも無視はできないことが示唆された。

学力とレジリエンスは相乗効果を有する一方、それぞれ異なる資源・要因が影響してい

るため、児童・生徒個人の特性、家庭属性、小学校の組織属性のそれぞれの影響を統合

的に検討したうえで、「生きる力」と学力を育みやすい条件を小学校・家庭・地域等の

協働・共創を通じて整えることが必要であることが示唆された。 

 

学習指導要領「生きる力」の「教師向け参考資料」として用意された「  個別最適

な学び』と 協働的な学び』の一体的充実」では、「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業改善を求め、「子ども同士の協働、教職員や地域との対話」などを通じ

て自分の考えを深めることをもって「対話的で深い学び」に繋がるとしている。一方

「個別最適な学び」については、「思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力等こ

そ、家庭の経済事情など、子供を取り巻く環境を背景とした差が生まれやすい能力で

あるとの指摘もあることに留意が必要です。主体的・対話的で深い学びを実現し、学



びの動機付けや幅広い資質・能力の育成に向けた効果的な取組を展開していくことに

よって、学校教育が個々の家庭の経済事情等に左右されることなく、子供たちに必要

な力を育んでいくことが求められ（る）」としている（文部科学省URL）。ただし、具

体的には ICTの利用などコンテンツの個別対応化の議論に留まっている。むしろここ

で注目すべきは、児童・生徒を取り巻く「環境」（家庭を含む）に起因する「能力差」

に対し、小学校教育において児童・生徒への個別対応により補填解消・均霑化（広く

行き渡らせること）することを求めている点である。果たしてそれは有効かつ実行可

能か、学校という場のみでそれを担えるかについて、具体的な議論はされていない。

本報告で示した分析結果によれば、家庭は重要な学びの場・資源であり、特にレジリエ

ンスへの影響やレジリエンスと学力の相互作用などを考慮すれば、家庭における学びを

どう支援・構築するかについて積極的な議論をすることが求められている。小学校にお

ける児童・生徒個別対応のみで、学力差の解決を図ることにはおそらく限界がある。 

 

また、文部科学省学習指導要領では「開かれた教育課程」概念が提示され、「生き

る力」を育成するために学校運営と教育課程の両面に地域社会が関わるより踏み込ん

だ連携を求めており、その目的を達成するためにコミュニティ・スクール（学校運営

協議会を置く学校）の設置が定められている。「社会に開かれた教育課程」「学校教育

を通じてよりよい社会を作る」という目標を、「学校と社会とが共有すること」が求め

られている（東京都生涯教育情報、2018）。しかしここでいう「社会」に「家庭」が

どのように位置づけられるかについては十分明記されていない。社会と学校という図

のなかに保護者という文字は含まれているが、家庭という場をどのように教育支援的

な場として地域・学校が協働的・共創的に支援していけるかという視点は欠落している

ように見られる。「開かれた教育課程」とは、学校が地域・民間資源を利活用し「学校

教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させ

る」こととされているが、家庭という学びの場を地域・学校・家庭がどのように共創

していけるのか、について議論が進んでいないのは、「家庭教育は親がやるべき私的な

もの」という前提があるからではないだろうか。 

今回の分析結果に基づけば、真に児童・生徒を中心とした学びを支援するには

「児童・生徒が学び成長できる家庭・学校環境の構築を協働・共創する場・機会」が

必要であることが示唆されている。それは単に小学校側が保護者に対して情報提供・

相談ないし指導など行うことではないと思われる。小学校教育、ひいてはより広い意

味での子育て支援に、地域社会がより積極的に「わがこと」として関与することが求

められると考えられる。 

 



一方、学校教育が児童・生徒の学力・レジリエンス形成に対してなにをできるの

か、どう変われるのかについても議論をさらに深める必要はあるだろう。たとえば学

力やレジリエンスの小学校間でのばらつきについて、特にレジリエンスについては小

学校の寄与が今回の分析では有意なものとして抽出できていなかったこと（表 2参

照）について考察が必要であろう。教育指導要領による「生きる力」教育として小学

校間で標準的な教育がなされていた結果、学校間の差は顕著でなかったのかもしれな

い。逆にレジリエンス形成に資するために行われている現状の教育的介入が十分効を

挙げていない可能性もある。小学 2年生時と小学 4年生時における学力・レジリエン

スの相対評価は極めて高い相関を有しており、相対評価の移行パターンについて学力

については学校間に有意な差が認められたのに対し、レジリエンスについては認めら

れなかったことから、現状の教育介入がレジリエンスの高さの相対順位を変えるには

至っていなかった可能性があると推測される。その場合、よりレジリエンス形成に関

連が深い家庭との有機的な連携を図る方策を探るほうが有効なのかもしれない。 

これに対して学力（国語）では相対評価の移行パターンに学校間で有意な差が認

められた。学校ごとのサンプル数の違いなどを考慮したより慎重な解釈が必要ではあ

るものの、学力成長パターンの違いとなにが関連しているのかについて、学校組織とし

ての体制・資源・ガバナンスについてより詳細な分析を進める必要があると考えられ

る。ただし、就学支援割合による学力との関連などから推察されるように、入手可能

な資源に限りがあることから、困難を抱える児童・生徒を多く抱える小学校では資源

確保の難しさがあると推察される。学校における教員不足などの現状を踏まえて、有

効な学校組織運営を図るための要件を早急に明らかにしていく必要があると思われ

る。 

「個別最適」を図ることは子どもひとりひとりに寄り添うだけでなく、それを可

能とする開かれた学校運営・教育的組織が必要と思われる。しかし文科省指導要領で

は、「コミュニティスクール」に言及するものの十分にその体制構築のための要件につ

いて触れておらず、「成功例」の提示に留まっている。成功例の成功要因がなにか、そ

れが果たして足立区に適用可能なのかについては検討をする材料が文科省などから十

分提供されているとは言いがたい。足立区保有データを用いた固有の検討と、小学校

現場のヒアリングなどを今後丁寧に積み重ねて、足立区として教育体制の独自的展開

を図ることこそ、実効可能性がある方策と考えられる。 

 

そのうえで、本分析報告の現時点での限界について述べておく必要がある。 

⚫ 家庭環境の内訳、特に「文化資本」の影響についてさらに考慮する余地があ

る。また健康面について身体的体力を中心に議論したが、子どものメンタルヘ

ルスを検討に加える必要も残されている。 



⚫ 今回は小学校 2年時と 4年時の 2時点での学力・レジリエンスの成長過程を分

析したが、統計学的手法の限界として 2時点だけでは真に個人個人の児童・生

徒の個別性の影響を考慮した学習成長が見られていない。あくまで「平均的な

児童・生徒個人」を想定した結果に留まっている。より児童・生徒の個別性を

考慮した分析を行うには 3時点での成長過程を分析することが技術的に必要と

なっている。そのため、学力の測定について 2016，2018 に加えて、さらにも

う一時点のデータを追加検討する余地が残されている。同様に体力についても

2016 年 2 年生時の体力測定結果のみを用いているため、身体的成長が著しい中

―高学年での体力と学力・レジリエンスの関係がまだ検討できていない。体力

検査についても、もう一時点加わることで、体力的成長と学力・レジリエンス

の成長の相互関係をより詳細に検討することとなる。 

⚫ 学力スコアについては、本分析では標準化した値を用いたため、相対的評価の

移行を見るにとどまっている。学力成長の経年変化を見るうえでは埼玉県事業

に倣い、経年でスコアを比較できるような学力測定項目の準備と、学力レベル

を経年で比較可能に補正する統計手法（Item Response Theory などを用いた）

を使うのが理想である。そのためには異なる学年にまたがって共通する問題

（アンカー）を数問程度含んで各学年の学力測定項目を整える必要がある。教

育評価を継続的に区事業として行う場合には、今後手法論的検討が必要とな

る。 

⚫ 最後に、今回報告の時点では、問題行動（いじめ）の発生要因や発生影響につ

いて検討できていない。問題行動が発生した児童のみならず、周辺児童への影

響などを検討する余地がある。 

 

５．結論・提言 

 

本報告では足立区保有データベースを用いて、区立小学校における児童・生徒の

認知（学力）、非認知能力（レジリエンス）の発達過程、ならびに児童・生徒個人・家

庭・学校の 3レベルについて、発達過程に影響する要因の探索的分析を行った結果を

報告した。学力・レジリエンスは相互に関連しながら成長するものであることが確認

されたことから、学力・レジリエンス醸成にそれぞれ特化した対策もさることなが

ら、体力づくり・学力づくり・学びの姿勢支援の相互作用を考慮した対策も求められ

ることが示唆された。また学力とレジリエンスでは関連要因が異なっており、家庭と

学校、そして地域などがそれぞれの強み・資源を生かした共創・協働により、児童・

生徒を中心とした「生きる力」を伸ばせる環境づくりが必要であると考えられた。特

に家庭という教育の場を学校・地域・家庭がどう育む、支援、補完しあうか、につい



て「開かれた教育」議論を、地域社会を広く巻き込んで進める余地があると思われ

た。小学校間での学力・レジリエンスの差は限定的ではあるものの、特に学力につい

ては有意な違いが認められることから、学校組織自体の取り組み特性についても、資

源のみならず機能面・組織体制の強化を図るうえで必要な要件について評価議論を進

め、学校組織が学力支援に必要な資源の確保や組織運営を図るマネジメントを進めら

れるように計らう余地があると思われた。以上を通じて、区の子どもが衡平な形で、

認知・非認知能力の醸成を図れるような機会を、計画的・科学的・熟議的にさまざま

なステークホルダーの声をまとめつつ、「開かれた学びの場あだち」として創り上げて

いくことを目指すよう提言する。 

今回の分析報告を区民からのご意見ご批判を仰ぐための材料として使っていただ

き、真に「開かれた教育課程」が足立区で共創されていく、最初のステップとなれば

本報告は最初の目的を達成できると期待している。  



付帯資料A. 「生きる力」教育に関する先行研究と残された課題 

A-1. 「生きる力」に関する代表的国外研究 

子どもが将来の社会・経済活動においてより高いパフォーマンスを果たせるよう

にするために、教育にどのような要素がどの時点で求められるのかについて、教育経

済学の領域を中心に 2000年以降急速に議論が進んできた。2005年に発行された

Inequality in America; What role for human capital policies?（アメリカにおける不平等；人

的資本政策になにができるか？）では、米国を代表する経済学者である Alan Krueger

教授と James Heckman教授により、技術・知識を重視した高等教育の充実と、学力を

身に着けるための姿勢やコミュニケーションなどの能力基盤を作る早期教育のいずれ

が優先されるべきか、の論争が展開された（Heckman and Krueger, 2005）。その後

Heckman教授と Susanne Schennach教授、そして Flavio Cunha博士の共著として 2010

年に最終的に発表された論文"Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive 

Skill Formation（認知的・非認知的能力形成の技術推計）"では、教育成果として獲得

が期待される能力として、読み書き・計算などの学力（認知的能力）と社会情緒・精

神行動的な特性（非認知的能力）に大きく分けたうえで、それぞれの能力がどの時点

で伸びやすいのか、それぞれの能力の成長に相乗効果などが見られるか、どのような

「投資」がそれぞれの能力を伸ばす効果を期待できるかについて検討を行っている

（Cunha, Heckman, Schennach, 2010）。その結果、認知的能力に比べ非認知能力の成長

は就学後期においても見られること、認知能力の成長に対して非認知能力は正の効果

が見られること、ただしその逆は見られなかったこと、子どもの認知能力ならびに非

認知能力の成長に母親の認知能力よりは非認知能力の影響が大きいこと、などが明ら

かにされている。本研究から、認知能力と非認知能力の成長過程が異なること、能力

の相乗効果が見られること、さらにこれらの能力の成長過程に保護者や家庭などの状

況による「投資効果」が見られることが示唆されている。ただしそれを現状の日本の

小学校教育の現場、さらに言えば足立区の現状に当てはめるには慎重な態度が必要と

なる。 

Cunhaらの研究は 1986年から観察開始された National Longitudinal Study of Youth

調査参加者の子ども（年齢 0－14歳）を対象に複数年調査したパネルデータ（同一の

対象者を継続的に追跡したデータ）を用いている。今日と比べて時代も異なることに

加え、対象は白人に限られている。また子どもの学力は標準的学力アセスメントテス

ト（Peabody Individual Achievement Test）の算数・読解の点数を用いたうえで認知能力

の推計を行っているが、非認知能力の評価指標としては Behavior Problem Index（BPI）

を用いて母親に回答を求めたものを用いている。BPIは主に問題行動（攻撃性・反社



会性など発達行動障害）の有無をスクリーニング（ふるい分け）することを目的とし

たものである。したがって「生きる力」に求められている自信や積極性などを必ずし

も反映したものではない。実際、Cunhaらは得られた結果をもとに発達行動障害をも

つ児童の早期療育の重要性を強調するに留めている。なお母親の認知能力は Armed 

Services Vocational Aptitude Battery（ASVAB）という米軍志願者に対する適性試験のス

コアのうち算数・語彙理解などの点数を用い、非認知能力は自己尊重感尺度と心理的

統制位置尺度を用いており、概念的にはこちらのほうが「生きる力」に求められてい

るものと距離感が近い。 

A-2. 国内における「生きる力」をめぐる先行研究・検討 

我が国でも近年、就学年齢児童の認知・非認知能力に関する議論が進みつつあ

り、早くは日本子どもパネル調査データを用いた慶應義塾大学の研究チームによる検

討（赤林ら、2011；赤林ら、2013）、近年では大阪府箕面市での子ども成長見守りシ

ステム事業の大規模データを用いた日本財団による研究や、埼玉県学力・学習状況調

査事業による公開データベースを用いたみずほ総研によるものなどが中間報告される

ようになってきている（日本財団、2018）。 

赤林らは独自に開発した学力調査項目を用いて認知能力を測定する一方、Cunha

らを参照しつつ非認知能力の測定には、社会・情緒行動や発達障害などの異常をスク

リーニングする目的で開発された Strength and Difficulties Questionnaireを保護者に回答

してもらった結果を用いている。近年、就学児童における発達学習障害の問題は注目

されており、「生きる力」に求められている「学びなどに対する積極的に取り組む姿

勢」にも関わる要素ではあるが、児童の機能障害の側面に焦点が絞られている点に注

意が必要となる。 

箕面市や埼玉県での実証実験では自治体の実施する学力・学習状況調査事業をベ

ースにしており、認知能力測定は学力調査を利用している。埼玉県事業では一部の学

力測定項目を異なる学年で実施し、その項目について学年をまたいだ比較のための基

準として扱い、「項目の難易度」を項目反応理論（Item Response Theory; IRT）に沿っ

て指標化したうえで、年度をまたいで学力スコアの比較を可能にする独自の工夫をし

ている点が特徴である。一方、非認知能力指標としては、いずれも学力・学習状況調

査で同時施行された児童・生徒に対する学習状況・生活状況調査の学習態度や自己効

力感に関する質問結果を用いている。これらは「生きる力」施策で取り上げられてい

る「学びに対する姿勢や積極性・自主性」の方向に沿った指標である一方、分析上の

問題を抱えている。学力テストを受けた児童が自分で回答しているので、いわゆる内

生性の影響が排除できないことである（LeBuffe, et al. 2018）。ここで内生性とは、あ



る要因（この場合は学力と自己効力感）が相互に影響し合うことで、どちらが原因で

どちらが結果かを区別できなくなる問題を指す。児童・生徒は自らについて学力が高

いと周囲から評価されていれば自らも学力達成について自信があると答えるのが期待

されていると認識しやすいであろう。逆に学力が低いと周囲から評価されている場

合、たとえ自分ではいろいろやれると思っていても姿勢や自己効力感に対して控えめ

に回答してしまう可能性があるだろう。その場合、学力と学習態度・自己効力感の関

係は実際よりも見かけ上高い相関関係があるものと誤ってしまうことになる。これを

避けるには Cunhaらや赤林らが行ったように、学力測定を行った児童・生徒自身では

なく、児童・生徒のことを評価できる立場にいる人、たとえば教師ないし保護者など

が、児童・生徒の行動を観察し、観察に基づいて児童・生徒の非認知能力を判定した

情報を用いることが妥当だとされている（LeBuffe, et al. 2018）。 

国内における先行研究のもうひとつの限界は、家庭への社会調査をベースにして

いる日本子どもパネル調査を除いて、地方自治体が行う学力・学習状況調査をベース

にしているため、家庭の社会経済状況や家庭の児童・生徒の学習への関わりなどにつ

いて情報が限られており、学校外や家庭における児童・生徒の生活背景を十分考慮で

きない点が挙げられる。箕面市調査事業では生活保護・児童扶養手当・就学援助など

の受給情報を用いて世帯の社会経済状況の代理指標とした分析を実施するに留まって

いる。一方、日本子どもパネル調査では、保護者の教育歴、家庭内での学習環境や文

化資本の存在、経済状況などが学力形成に有意に関連していることを突き止めている

が、十分なサンプルサイズの確保が難しく、横断的検討に留まっている（赤林ら、

2013）。 

A-3. 先行研究の限界を越えた議論を可能にする足立区保有データ 

以上のように先行研究では、内生性バイアス（原因と考えられる要因の間での影

響による統計上の「偏り」）を受けにくい形で児童・生徒の非認知能力として、学習

や課題・困難に対する積極的姿勢・肯定的自己観などに触れる評価測定が得られてい

ないこと、学校だけでなく保護者・家庭に関する生活背景情報が同時に得られていな

いこと、経年変化を検討するためのサンプルサイズが十分得られていないなどが壁と

なり、認知・非認知能力間での相乗効果を検討する材料が十分そろっていなかったこ

とが限界となっていた。さらに先行研究で十分明らかにされていないのが、児童・生

徒・保護者に加えて学びの場である小学校や地域の影響である。足立区における全国

学力・学習状況調査の各年度の「各校調査結果（小学校）」を見ても、算数・国語の

学力調査結果に学校ごとに差があることは明らかであるが、区平均や都・全国の公立

平均との比較だけでは、何が学校間差の要因なのかが同定できない。児童・生徒や児

童・生徒の家庭の社会経済的背景の違いなのか、小学校レベルでの系統的な差なの



か、はたまた地域の違いかなど、違いが生まれている原因を分解してやれれば、学力

格差の源をつきとめ、格差縮小に向けた働きかけ・介入のポイントを絞ることが可能

になると期待される。 

本研究報告が用いる足立区データは、上述した先行研究が克服できていない疑

問・課題のほぼすべてに対し対応・検討ができる、国内外を通じて大変ユニークな特

徴を有している。すなわち、非認知能力として「生きる力」概念に沿った、児童・生

徒の行動観察に基づく評価がされていること、児童・生徒の学習環境として詳細な家

庭・保護者に関する情報が得られていること、十分なサンプルサイズで複数年にまた

がる追跡がされていること、以上をベースに認知能力と非認知能力の相互関係が検討

できること、認知能力・非認知能力に及ぼす小学校・家庭の影響要因を検討できるこ

と、そして小学校ごとの差の要因として児童・生徒、その家庭背景、さらに小学校や

地域のそれぞれのレベルについて検討できること、である。 

付帯資料B. 分析データと分析手法の詳細 

B-1. 足立区データ 

本報告が用いるデータは、2023年 7月 12日付利活用計画書（2024年 6月 13日変

更承認 6足政 I発第 240号ならびに 2024年 9月 13日変更承認 6足政 I発第 405号）

に基づき足立区より提供されたデータである。本データは大きく分けて「子どもの健

康・生活実態調査（以下、A-CHILDデータ）」と学力・学習状況調査ならびに付帯デ

ータ（以下、学力データ）から構成されている。 

A-CHILDは足立区内公立小学校を対象に 2015年から国立成育医療研究センタ

ー、2016年よりさらに東京医科歯科大学（現 東京科学大）が加わった共同事業とし

てスタートした足立区「子どもの健康・生活実態調査」で、児童・生徒の家庭におけ

る学習環境を左右する保護者・世帯に関する社会経済的・心理的情報について、保護

者により回答をいただいたものである。2015年に小学校 1年生であった学年について

悉皆調査（対象者全員を対象とした調査）を実施、その後 2016年（2年生）、2018年

（4年生）、2020年（6年生）に再度悉皆調査を行っている。ほかにも 2016年に当時

小学校 4年生、6年生であった児童・生徒の抽出サンプルについて、2018年に同様の

追跡調査を実施している。本研究報告ではこのうち、2015年、2016年、2018年の悉

皆調査データを用いて、認知・非認知能力の成長過程と影響要因を検討することとし

た。 

学力・学習状況については、足立区教育委員会が保有していた学力データについ

て、早稲田大学との共同事業を通じて分析可能な状態に加工されたものを提供いただ



いた。両データは異なる IDによって管理されていたので、区教育委員会・衛生部によ

って突合作業を行っていただき、匿名化されたデータとして提供を受けた。 

B-2. 分析に用いたデータ項目 

１）認知能力 

足立区が実施している「学力定着度調査」の 2016，2018 年実施分データを用い

た。本調査では国語・算数でそれぞれ「知識・理解」、「技能」、「思考力・判断力・表

現力」に関する学力測定を行っている。提供データではこれらをまとめた総正答率と

して情報入手したので、これを以て 3つの観点を俯瞰した「学力」＝認知的能力指標

としてみなすこととした。年度・学年ごとに実施されている問題が異なり正答率のみ

では単純な比較ができないことから、得られた正答率について、各学年・実施年ごと

に Zスコアによる標準化（いわゆる偏差値に相当する）を施し経年比較を行うことと

した。よって、学年内での相対的成績やその変動を見ることとなり、絶対的な学力レ

ベルの評価や変動を見ているわけではない点で、解釈上の注意が必要となる。絶対的

な学力評価を行うには、埼玉県事業で行っているような IRT score の作成や、日本子

どもパネル調査が実施した「垂直尺度化」などの処理が必要となることから、今後足

立区での学力データで絶対的な学力成長の評価を行う場合には、学力データの取得や

処理について手法論的検討の余地があることを指摘するに留める。 

 

２）非認知能力 

足立区が実施している学習意識調査では、やり抜く力（じぶんがやらなければな

らないことは、やりたくないときでも、きちんとやりぬくことができますか）や、粘

り強さ（むずかしいことでも、しっぱいをおそれないでとりくんでいますか）、自己効

力感（べんきょうすれば、じぶんはよいせいせきがとれるとおもいますか）や自己肯

定感（じぶんにはよいところがあるとおもいますか）が質問項目に含まれており、令

和元年度「足立区学力定着に関する総合調査 調査結果報告書」でも明確に学力・成

績との関連が見られている。ただし、先述したように児童・生徒自身が回答している

ことによる内生性バイアスによる影響を排除しきれない点で解釈には慎重さが求めら

れる。 

また足立区では令和 4年度から学力を支える非認知能力について、「学習指導要領に

おいて育成を目指す資質」「学習の基盤となる資質・能力」に着目し、以下の 4項目を

選定し、これを「学力を支える非認知能力」として経年比較の対象項目としている。 

⚫ 学習に関する自己調整 

「授業で学習したことを振り返る活動を通じて、学習内容に対する興味や関心

が深まったり、広がったりしたと思う」 



⚫ 粘り強さ 

「わからないことはそのままにせず、わかるまで努力している」 

⚫ 言語能力 

「自分の意見や考えを相手にわかりやすく伝えることができる」 

⚫ 情報活用能力 

「先生から示された課題や自分で立てた課題について、インターネットや図書

等から必要な情報を集め、整理することができる」 

 

令和 6年報告では、これらの項目について令和 4年以降、小学生では言語能力は

増加傾向にあるものの、他の項目では低下傾向ないし停滞が指摘され、対応の必要性

について指摘されている。しかし、これらの変化が、真に児童・生徒の能力低下の顕

れなのか、外的環境などの変化により児童・生徒の認識や、認識の基準となる周囲か

らの期待が変化した結果を反映しているのか、そもそもこれらの測定項目が経年比較

に耐えうるものかについて、十分な議論・検証をしたうえで対応を議論する慎重さが

求められる。 

これに変わる非認知能力の測定指標として、A-CHILD調査ではレジリエンス指

標であるChildren’s resilient coping scale (以下 CRCS)を経年にわたって測定してい

る。本尺度は、学校内外における児童・生徒の社会情緒的な能力を、児童・生徒の関

連行動の日常的観察を通じて教師や保護者が客観的に評価することを目的とした

Devereux Student Strengths Assessment（DESSA）尺度をベースに、東京科学大学の

チームにより日本の教育現状を踏まえて改編・開発されたものである。すでに、心理

学的尺度としての妥当性検証も発表されている。本研究報告ではCRCS尺度を用いて

非認知能力の客観的評価指標として用いることとした。CRCSは以下の 8項目につい

て 5件法（5段階評価）により測定している。 

 将来ついて明るい面をいうことができる 

 自分のベストを尽くそうとする 

 馬鹿にされたり、悪口を言われても、うまく対処することができる 

 他人にきちんと挨拶することができる 

 大人が指示しなくても自ら学校の準備、宿題、家の手伝いができる 

 必要な時には適切にアドバイスを求めることができる 

 将来よい結果となるように今欲しいものをあきらめたり、いやなこと

でも実行することができる 

 自分がわからなかったことを知るために質問することができる 

 

これらの総計点数を作成したものを分析に用いることとした。 



 

３）その他検討項目 

児童・生徒の認知・非認知能力に関係しうる個人的条件として、2016 年時点での

年令（月齢）と性、さらに出生時体重（A-CHILDでの保護者報告値）を検討した。

また 2016 年実施の体力検査で測定された身長・体重を含めた。体力との関連を検討

するうえで、2016 年実施体力検査（反復横跳びや 50 メートル走など 9種目を含む）

の総合点結果の都平均に対する偏差値をモデルに含めた。さらに認知・非認知能力に

就学前の早期教育の状況が影響するとの議論（必ずしも意見は一致していない）があ

ることを踏まえ、就学前教育の状況（幼稚園・保育園・その他）を加えた。 

家庭・保護者の環境条件として、これまで児童・生徒の認知・非認知能力との関

連が報告されているものとして、母親の教育歴（高校卒業もしくはそれより短い教育

経験か、専門学校・短大・もしくは大学・大学院の卒業経験を持つか）、保護者の構成

（父母・ひとり親・その他）と世帯の経済状況（年収 5カテゴリー）を検討に加え

た。 

児童・生徒の認知・非認知能力と関連する家庭要因として保護者との関係性（子

どもとの接し方）の質（いわゆる parenting quality）が重要であるという見方もあ

る。こうした関係性の質を間接的に表現するものとして、A-CHILDでは、子どもと

親の間で対立があった際の対応（Conflict tactics）について保護者に尋ねている。これ

はConflict Tactics Scale; Parent to Child (CTSPC)として広く用いられている測定手法

に準じたもので（Straus, et al. 1998）、「大声でしかる」「からだ（尻・手・頭・顔な

ど）をたたく」「無視する」「子どもが傷つくようなことを繰り返し言う」「子どもの目

の前で大げんかをする」などを含んでいる。これらの 5項目について尺度特性を検討

した結果、測定信頼性が十分な「接し方の質」を表現する尺度として用いることがで

きると判断し（内的整合性α＝0.76）、これをモデルに含めることとした。 

  最後に 69小学校のそれぞれの IDを加え、小学校ごとの違いを見ることとした。

小学校レベルでの属性の違いとして、児童・生徒の個人ならびに家庭の状況を補正し

たうえで、就学困難な児童・生徒を多く抱える小学校は教育負担が大きいと思われる

ことから 2016 年段階での就学援助（申請無し、要保護、準要保護、否認定の 4区

分）を受けている児童・生徒の学年割合をモデルに含めた。 

B-3. 分析手法 

以下省略  



付帯資料C. 統計分析結果の詳細 

 

以下省略  



付帯資料D. 研究班構成・謝辞・参考文献 

 

研究班構成 

本報告の作成にあたり基盤研究（B）「子どもの「生きる力」の政策科学；教育経済学

と社会疫学融合」（24K02664）（研究代表者 橋本英樹 分担研究者 藤原武男 野口

晴子）による支援を受けている。参加者は以下のとおり。 

 

氏名 所属・職名 役割 

橋本 英樹 東京大学・教授 分析統括 

藤原 武男 東京科学大学・教授 レジリエンス・世帯要因の分析 

野口 晴子 早稲田大学・教授 学力・教育要因の分析 

伊角 彩 東京科学大学・講師 データ分析・レジリエンスと学力の

分析 

宮部 成菜実 東京大学・大学院生 データ分析・歯科健康と学力の分析 

 研究補助 

氏名 所属・職名 役割 

松山 春佳 東京大学・大学院生 データ分析・レジリエンスと学力の

分析 

塚田 祐介 東京大学・特任研究員 レジリエンス・世帯要因の分析 

牧野 泰季 早稲田大学・大学院生 学力・教育要因の分析 

谷 友香子 東京科学大学・准教授 データ分析・レジリエンスと学力の

分析 

寺田 周平 東京科学大学・助教 データ分析・レジリエンスと学力の

分析 
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